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の理想的な修理周期での保存修理における漆の年平均使用量である約2.2トン66に満たな
い上、工芸品等向けの国産漆の需要もあることから、国産漆の生産量を増やしていくこと
が重要となっている。そうした中、近年は岩手県などの各産地においてウルシ林の造成・
整備、漆掻

か
き職人の育成等の取組が進められており67、令和４(2022)年のウルシの植栽本

数は前年の1.8万本から3.4万本に増加した。 

66 文化庁プレスリリース「文化財保存修理用資材の⾧期需要予測調査の結果について」(平成29(2017)年４月28日付け)
67 例えば、「令和３年度森林及び林業の動向」第Ⅱ章第２節(２)の事例Ⅱ－４(120ページ)を参照。

３．山村(中山間地域)の動向 

(１)山村の現状
(山村の役割と特徴) 

その多くが中山間地域68に位置する山村
は、林業を始め様々な生業が営まれる場で
あり、森林の多面的機能の発揮に重要な役
割を果たしている。 

山村振興法に基づく｢振興山村69｣は、令和
５(2023)年４月現在、全国市町村数の約４
割に当たる734市町村において指定されてお
り、国土面積の約５割、林野面積の約６割
を占めているが、その人口は全国の2.5％に
すぎない70。 
(過疎地域等の集落の状況) 

山村においては、過疎化及び高齢化が進行
し、集落機能の低下、更には集落そのもの
の消滅につながることが懸念されている。 

「過疎地域等における集落の状況に関す
る現況把握調査71」によると、平成27(2015)
年度調査から令和元(2019)年度調査にかけ
て96市町村において164集落が消滅してい
る。これらの集落の森林・林地の状況につ
いては、46％の集落で元住民、他集落又は
行政機関等が管理をしているものの、残り
の集落では放置されている(資料Ⅱ－27)。
また、山村地域の集落では、空き家の増加
を始めとして、耕作放棄地の増大、獣害や
病虫害の発生、働き口の減少、森林の荒廃
等の問題が発生しており、地域における資

68 平野の外縁部から山間地を指す。国土面積の約７割を占める。 
69 旧市町村(昭和25(1950)年２月１日時点の市町村)単位で林野率75％以上かつ人口密度1.16人/町歩未満(いずれも昭和

35(1960)年時点)等の要件を満たし、産業基盤や生活環境の整備状況からみて、特にその振興を図ることが必要であ
るとして山村振興法に基づき指定された区域。１町歩は9,917.36㎡(約１ha)である。 

70 全国の面積・人口については総務省「令和２年国勢調査」、全国の林野面積については農林水産省「2020年農林業セ
ンサス」、振興山村の面積については農林水産省「2015年農林業センサス」、振興山村の林野面積については「2015
年農林業センサス」と「2020年農林業センサス」により推計。

71 令和２(2020)年に総務省及び国土交通省が公表。 

資資料料ⅡⅡ－－2277  消滅集落跡地の森林・林
地の管理状況 

注：「該当なし」及び「無回答」を除いた合計値か
ら割合を算出。 

資料：総務省・国土交通省「過疎地域等における集落
の状況に関する現況把握調査」(令和２(2020)
年３月)

元住民が管理
27%

他集落が
管理 5%

行政が管理
14%

管理
46%放置

54%

資資料料ⅡⅡ－－2288  

注：市町村担当者を対象とした調査結果。 
資料：総務省・国土交通省「過疎地域等における集落

の状況に関する現況把握調査」(令和２(2020)
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源管理や国土保全が困難になりつつある(資
料Ⅱ－28)。 

一方、山村には、豊富な森林資源や、水
資源、美しい景観のほか、多様な食文化や
木の文化を始めとする伝統・文化、生活の
知恵や技等、有形無形の地域資源が数多く
残されており、都市住民や外国人観光客
は、このような地域資源に対し大きな関心
を寄せている。また、地方移住に関する相
談・問合せ数は増加傾向で推移しているほ
か(資料Ⅱ－29)、令和５(2023)年10月に内
閣府が行った「森林と生活に関する世論調
査」によると、大都市住民のうち農山村に
定住してみたい者の割合は28.3％であった。 

(２)山村の活性化 
(山村の内発的な発展) 

山村地域での生活を成り立たせていくためには、地域資
源を活かした産業の育成等を通じた山村の内発的な発展が
不可欠である。また、我が国では、古くから生活のあらゆ
る場面で木を使い、各地域の気候や食文化等とも連動し、
多様な樹種を使い分けながら古民家等の伝統的な木造建築
物や木製食器等の多様な文化を生み出してきたところであり、このような「木の文化」を
継承発展させることが、観光分野等も含めた山村地域の活性化につながる。 

このため、森林資源を活用して、林業・木材産業の成⾧発展を図っているほか、特用林
産物、広葉樹、ジビエ等の地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を支援している(事例
Ⅱ－８)。また、農山漁村に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ
「農泊」を推進している。 
(山村地域のコミュニティの活性化) 

山村地域の人口が減少する中、集落の維持・活性化を図るためには、地域住民や地域外
関係者による協働活動を通じたコミュニティの活性化が必要である。また、地域資源の活
用により山村地域やその住民と継続的かつ多様な形で関わる「関係人口」の拡大につなが
ることが期待されている。 

このため、林野庁では、山村の生活の身近にある里山林の継続的な保全管理、利用等の
協働活動の取組を支援している(事例Ⅱ－９)。 

さらに、地域の新たな支え手を確保できるよう、特定地域づくり事業協同組合72等の枠
組みの活用を推進するとともに、林業高校や林業大学校等への進学、「緑の雇用」事業に

 
72 地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域

づくり事業を行う事業協同組合。特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の
事業者の事業に従事する者)に係る労働者派遣事業等をいう。 

資資料料ⅡⅡ－－2299  地方移住に関する相談・
問合せ数  

注：ふるさと回帰支援センター(東京)への相談・問
合せ数。 

資料：特定非営利活動法人100万人のふるさと回帰・
循環運動推進・支援センタープレスリリース
「2023年の移住相談の傾向、移住希望地ラン
キング公開」(令和６(2024)年２月27日付け)
に基づいて林野庁森林利用課作成。 
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源管理や国土保全が困難になりつつある(資
料Ⅱ－28)。 

一方、山村には、豊富な森林資源や、水
資源、美しい景観のほか、多様な食文化や
木の文化を始めとする伝統・文化、生活の
知恵や技等、有形無形の地域資源が数多く
残されており、都市住民や外国人観光客
は、このような地域資源に対し大きな関心
を寄せている。また、地方移住に関する相
談・問合せ数は増加傾向で推移しているほ
か(資料Ⅱ－29)、令和５(2023)年10月に内
閣府が行った「森林と生活に関する世論調
査」によると、大都市住民のうち農山村に
定住してみたい者の割合は28.3％であった。

(２)山村の活性化
(山村の内発的な発展)

山村地域での生活を成り立たせていくためには、地域資
源を活かした産業の育成等を通じた山村の内発的な発展が
不可欠である。また、我が国では、古くから生活のあらゆ
る場面で木を使い、各地域の気候や食文化等とも連動し、
多様な樹種を使い分けながら古民家等の伝統的な木造建築
物や木製食器等の多様な文化を生み出してきたところであり、このような「木の文化」を
継承発展させることが、観光分野等も含めた山村地域の活性化につながる。

このため、森林資源を活用して、林業・木材産業の成⾧発展を図っているほか、特用林
産物、広葉樹、ジビエ等の地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を支援している(事例
Ⅱ－８)。また、農山漁村に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ
「農泊」を推進している。
(山村地域のコミュニティの活性化)

山村地域の人口が減少する中、集落の維持・活性化を図るためには、地域住民や地域外
関係者による協働活動を通じたコミュニティの活性化が必要である。また、地域資源の活
用により山村地域やその住民と継続的かつ多様な形で関わる「関係人口」の拡大につなが
ることが期待されている。

このため、林野庁では、山村の生活の身近にある里山林の継続的な保全管理、利用等の
協働活動の取組を支援している(事例Ⅱ－９)。 

さらに、地域の新たな支え手を確保できるよう、特定地域づくり事業協同組合72等の枠
組みの活用を推進するとともに、林業高校や林業大学校等への進学、「緑の雇用」事業に

72 地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域
づくり事業を行う事業協同組合。特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の
事業者の事業に従事する者)に係る労働者派遣事業等をいう。 

資資料料ⅡⅡ－－2299 地方移住に関する相談・
問合せ数 

注：ふるさと回帰支援センター(東京)への相談・問
合せ数。

資料：特定非営利活動法人100万人のふるさと回帰・
循環運動推進・支援センタープレスリリース
「2023年の移住相談の傾向、移住希望地ラン
キング公開」(令和６(2024)年２月27日付け)
に基づいて林野庁森林利用課作成。
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よるトライアル雇用等を契機とした移住・定住の促進を図っている。 
このほか、人口の減少、高齢化の進行等により農用地の荒廃が進む農山漁村における農

用地の保全等を図るため、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関
する法律」により、「農用地の保全等に関する事業」の中で放牧等の粗放的利用や鳥獣緩
衝帯の整備、林地化に取り組むことができることとされている。林地化に当たっては農地
転用手続の迅速化が措置されていることから、山際など条件が悪く維持管理が困難な荒廃
農地を林地化して管理・活用する取組が進められている。また、林野庁では、市町村の担
当者等が検討・調整を進めるための参考として「荒廃農地における植林―優良な取組事例
集」を令和５(2023)年３月に公表している。 
(多様な森林空間利用に向けた「森林サービス産業」の創出) 

森林空間の利用については、心身の健康づくりのための
散策やウォーキングのほか、スポーツ、文化、教育等の分
野での活用にも一定のニーズがある(資料Ⅱ－30)。近年、
人々のライフスタイルや社会情勢が変化する中で、森林環
境教育やレクリエーションの場に加え、メンタルヘルス対
策や健康づくりの場、社員教育やチームビルディングの場

事例Ⅱ－８ 地域の豊かな森林資源を活かした商品開発 
群馬県上

うえ
野
の

村
むら

は、村面積の95％を森林が占める森林資源に恵まれた地域で、昔から、良
質な広葉樹材などの木材を利用した木工品が特産品となってきた。 

この豊富な森林資源の更なる活用と木工業の活性化を目指して、上野村森林組合や木工作
家からなるプロジェクトチーム「上野村木工」を立ち上げ、村産材を活用した新商品の開発
や後継者不足に悩む木工職人の担い手確保に向けた取組を進めている。 

これまでに、村産材を用いたスツール、木琴などの玩具等を開発しており、村内の銘木工
芸館や道の駅、オンラインショップで販売している。また、上野村は、「ウッドスタート宣
言」を行っていることから、満一歳の幼児に村産材の木製玩具をお祝い品として贈ってい
る。 

こうした取組が村民だけでなくＩターン者も加わって進められた結果、木工の村としての
知名度が上がるとともに木工品の安定的な販路が拡大したことから、更なるＩターン者につ
ながり、令和５(2023)年12月末時点でＩターンにより12名が上野村森林組合の木工部門や
木工作家として地域に定着し活動している。 

森林資源を活かした木工品の開発 都内で開催されたイベントでの 
出展の様子 

木工作家の作業の様子 

森林サービス産業の
創出・推進 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson
/kassei/sangyou.html 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/kassei/sangyou.html
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等として森林空間を利用しよ
うとする動きもある。さら
に、新型コロナウイルス感染
症をきっかけとして、自然豊
かな地域等で余暇を楽しみつ
つ仕事を行うワーケーション
にも注目が集まっている。こ
のように、様々なライフスタ
イルやライフステージにおい
て森林空間を活用する取組に
よって、「働き方改革」の実
現や健康寿命の延伸が図られ
る等、社会課題の解決につな
がることが期待される。 

さらに、山村地域においては、森林空間を活用した体験プログラムや場を提供すること
によって、森林所有者の新たな収入や雇用機会の創出につながるとともに、都市から山村

兵庫県丹
たん

波
ば

篠
ささ

山
やま

市には、かつてはまつたけが多く採れる豊かな里山が広がっていたが、
松くい虫による甚大な被害でまつたけによる地域住民の収入がなくなったことから、森林
整備が行われず荒廃が進んだ。 

丹波篠山市内で約80haの共有林を管理している八幡共有山組合は、荒廃した共有林の現
状に危機感を持ち、平成21(2009)年度から尾根筋の雑木の伐採、倒木の除去等の里山の整
備に取り組んでいる。令和３(2021)年度からは更に森林・山村多面的機能発揮対策交付金
を活用して雑草木の刈払い、危険木の除去、遊歩道の整備をしている。 

こうした里山林の整備の結果、かつての登山道が再生され、幼稚園児から大人まで誰で
も楽しめるコースを設定したことで、年間1,000名を超える利用者が訪れるようになった。
また、令和５(2023)年度はトレイルランニングのイベントが開催され、コースを提供し
た。地域内外から選手・関係者約200名が参加し、好評であったことから今後も開催される
予定となっている。 

事例Ⅱ－９ 里山林の保全活動からつながる地域活性化 

トレイルランニングのイベント 
(写真提供：八幡共有山組合) 

森林整備の様子 

資資料料ⅡⅡ－－3300  森林空間利用に対するニーズ(複数回答) 

資料：内閣府「森林と生活に関する世論調査」(令和５(2023)年)におけ
る「日常での森林との関わり方の意向」に基づいて林野庁森林利
用課作成。 
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（有効回収数：1,624人）

心身の健康づくりのため森林内の散策やウォーキング

森林の中でのランニングや自転車による走行

森林の中での音楽鑑賞及び芸術鑑賞などの文化的活動

森林の中で自然を活用した保育 ・ 幼児教育

森林に囲まれた環境にあるオフィスでの仕事やワーケーション

森林の中でのヨガや瞑想

企業や団体が行う森林の中での研修への参加

林業やガイドなど森林に関わる仕事

特にない

無回答
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等として森林空間を利用しよ
うとする動きもある。さら
に、新型コロナウイルス感染
症をきっかけとして、自然豊
かな地域等で余暇を楽しみつ
つ仕事を行うワーケーション
にも注目が集まっている。こ
のように、様々なライフスタ
イルやライフステージにおい
て森林空間を活用する取組に
よって、「働き方改革」の実
現や健康寿命の延伸が図られ
る等、社会課題の解決につな
がることが期待される。 

さらに、山村地域においては、森林空間を活用した体験プログラムや場を提供すること
によって、森林所有者の新たな収入や雇用機会の創出につながるとともに、都市から山村

兵庫県丹
たん

波
ば

篠
ささ

山
やま

市には、かつてはまつたけが多く採れる豊かな里山が広がっていたが、
松くい虫による甚大な被害でまつたけによる地域住民の収入がなくなったことから、森林
整備が行われず荒廃が進んだ。 

丹波篠山市内で約80haの共有林を管理している八幡共有山組合は、荒廃した共有林の現
状に危機感を持ち、平成21(2009)年度から尾根筋の雑木の伐採、倒木の除去等の里山の整
備に取り組んでいる。令和３(2021)年度からは更に森林・山村多面的機能発揮対策交付金
を活用して雑草木の刈払い、危険木の除去、遊歩道の整備をしている。 

こうした里山林の整備の結果、かつての登山道が再生され、幼稚園児から大人まで誰で
も楽しめるコースを設定したことで、年間1,000名を超える利用者が訪れるようになった。
また、令和５(2023)年度はトレイルランニングのイベントが開催され、コースを提供し
た。地域内外から選手・関係者約200名が参加し、好評であったことから今後も開催される
予定となっている。 

事例Ⅱ－９ 里山林の保全活動からつながる地域活性化 

トレイルランニングのイベント 
(写真提供：八幡共有山組合) 

森林整備の様子 

資資料料ⅡⅡ－－3300  森林空間利用に対するニーズ(複数回答) 

資料：内閣府「森林と生活に関する世論調査」(令和５(2023)年)におけ
る「日常での森林との関わり方の意向」に基づいて林野庁森林利
用課作成。 
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3.43.4

15.115.1

2.62.6

（%）

（有効回収数：1,624人）

心身の健康づくりのため森林内の散策やウォーキング

森林の中でのランニングや自転車による走行

森林の中での音楽鑑賞及び芸術鑑賞などの文化的活動

森林の中で自然を活用した保育 ・ 幼児教育

森林に囲まれた環境にあるオフィスでの仕事やワーケーション

森林の中でのヨガや瞑想

企業や団体が行う森林の中での研修への参加

林業やガイドなど森林に関わる仕事

特にない

無回答

地域を訪れる人の増加や旅行者の滞在期間の延⾧によって、飲食店や小売店等の地域の関
係者の収入の増加、関係人口の創出・拡大にもつながることが期待される。 

林野庁では、森林空間において、健康・観光・教育分野等での体験プログラムや場の提
供を行い、山村地域に収入・雇用の機会を生み出す「森林サービス産業」の創出・推進に
取り組んでいる(事例Ⅱ－10)。令和５(2023)年度は、森林サービス産業推進地域73と森林
での体験プログラムの活用に関心がある企業をつなぐ「山村と企業をつなぐフォーラム」
を開催するなど、企業とのマッチング機会の創出等に取り組んだ。さらに、森林サービス

 
73 林野庁が、公益社団法人国土緑化推進機構と連携し、「森林サービス産業」の創出・推進に取り組む地域を「森林

サービス産業推進地域」として公募し、登録している。林野庁ホームページ「森林サービス産業」ページを参照。 

事例Ⅱ－10 森林サービス産業推進地域における企業等へのサービス
提供 

山形県 上 山
かみのやま

市は、ドイツの「クアオルト」の理念を取り入れ、森林、食、温泉等の豊か
な地域資源を活かし、市民の健康増進と交流人口の拡大による地域活性化を目指して、“心
と体がうるおうまち”づくりを官民連携して進めている。代表的な取組として、「クアオルト
®健康ウオーキング注」を市民向けに毎日開催しており、地域住民等が参加している。 

また、上山市は、令和６(2024)年３月時点で19社の企業と協定を締結するなど、交流人
口の拡大に向けた環境づくりを行っており、地元の観光協議会と連携して、協定締結企業を
始めとする山形県内・隣県・都市部企業の従業員に対する健康づくりや社員研修等において
プログラム提供を行っている。 

例えば、太陽生命保険株式会社(東京都中央区)は、生活習慣病のリスクが高い従業員に対
する宿泊型保健指導を同市で実施しており、健康講話に加えてウォーキングを始めとした体
験型プログラムを組み込むことで、行動変容を促し、生活習慣病リスクの低減を図ってい
る。また、その他企業でも、従業員の健康づくりや福利厚生、顧客サービス等を目的とした
イベントの開催や、社員やその家族が休日等に森林内でのプログラム等を利用できるチケッ
トの配布を行っている。 

上山市では、体験プログラム等を盛り込んだ紹介用パンフレットやプロモーションビデオ
を作成し、都市部企業へのPRを積極的に行うなど、更なる利用拡大に取り組んでいる。 

 
注：「クアオルト®健康ウオーキング」とは、ドイツのクアオルト(療養地・健康保養地)で心臓のリハビリや高

血圧の治療として利用されている運動療法の手法を取り入れたものであり、専門ガイドの案内の下で傾斜
等を活用して森林等を適度な負荷で歩くもの。 

「クアオルト®健康ウオーキング」の様子 
(©2020 上山市) 

「山村と企業をつなぐフォーラム」での 
企業への説明の様子 
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産業の創出・推進に関心のある地方公共団体や民間事業者、研究者等の様々なセクターで
組織する「Forest Style ネットワーク」では、森林空間利用に関する様々な情報共有等を
行っている。 

また、森林サービス産業推進地域の中には国有林の「レクリエーションの森」を観光資
源として活用する取組もみられる。国有林野事業においても、「日本

にっぽん
美

うつく
しの森 お薦め国

有林」を選定し、外国人観光客も含めた利用者の増加を図るため、標識類等の多言語化、
歩道等の施設整備等に取り組んでいる74。 

また、農林水産省では、「農泊」の推進の一環として、森林空間を観光資源として活用
するための体験プログラムの開発、ワーケーションやインバウンド受入環境の整備及び古
民家等を活用した滞在の整備等を支援している。 

 

 
74 国有林の観光資源としての活用等に向けた取組については、第Ⅳ章第２節(３)178-179ページを参照。 




